
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 
 
次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

令和８年４月 16 日 
                       愛知県公営企業管理者 

                           企業庁長 宮川 俊行 
１ 業務概要 
（１）委託業務名 

令和８年度豊橋浄水場再整備等事業モニタリング支援業務委託 

（２）業務内容 
ア 事業者との協議に関する支援 

イ 会議の運営に関する支援 

ウ 事業計画書・業務報告書等の確認に関する支援 

（３）履行期間 
   契約締結の翌日から令和９年３月１５日（月）まで 

 

２ 手続参加資格要件、選定基準及び技術提案書を特定するための評価項目 
（１）技術提案書の提出者（以下「提案者」という。）に必要な要件 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 
イ 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの期間において、「愛知県が行う

事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29 日付け愛知県知

事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関す

る事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。 

ウ 物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和８年４月～令和 10年３

月）（大分類）「03.役務の提供等」、（中分類）「07.調査委託」、（小分類）「07.総合

研究所」に登録されている者。 

エ 豊橋浄水場再整備等事業（以下本事業」という。）の事業者である AICHIウォー

ター株式会社（以下「事業者」という。）の株主又は当該株主と資本面若しくは人

事面などにおいて会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号又は第４号に規定

する親会社・子会社の関係がないこと。 

オ 事業者の会社法第 337条に規定する会計監査人でないこと。 

カ 事業者に対して、本事業における実績を自己評価に関する支援・ 助言等の業務

を提供する者でないこと。 

キ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づき再生手続開始の申立てが

なされていない者又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更

生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再

生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた

者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開

始又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 
ク 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの間に、愛知県会計局指名停止



取扱要領、愛知県企業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であ

ること。 
ケ 参加を希望する者の間に資本又は人事面において関連がないこと（説明書参照）。 

（２）提案者の選定基準 
ア 同種又は類似業務の実績 
イ 管理技術者・担当技術者の経験等 

（３）技術提案書を特定するための評価項目 
ア 実施体制 
イ 実施方針 

 
３ 手続等 
（１）説明書の配布等 

ア 配布場所等 
以下、担当部局における配布、又は県ホームページからダウンロードして入手す

る。 
（ア）担当部局 

愛知県企業庁管理部総務課契約グループ 

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号 460-8501） 

電話 052-954-6671（ダイヤルイン） 

メールアドレス kigyo-somu@pref.aichi.lg.jp 

（イ）県ホームページ 

ホーム>分類からさがす>しごと・産業>入札・契約・公売情報>プロポーザル 

https://www.pref.aichi.jp/life/5/19/66/ 

イ 配布期間 

令和８年４月 16 日（木）から令和８年５月 13 日（水）まで 

ただし、担当部局における配布は上記期間（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除

く）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）とする。 

（２）参加表明書等の提出期間等 

ア 参加表明書等の提出方法 

参加を希望する者は、参加表明書、業務実績・業務経験として記載した業務に係る

契約書、仕様書、資格を取得していることがわかる書類（登録証等）等の写し（以下

「参加表明添付書」という。）及び技術提案書を持参、郵送又は電子メールにより提

出すること。 
イ 参加表明書、参加表明添付書及び技術提案書の提出期間 

令和８年４月 17 日（金）午前９時から令和８年５月 13 日（水）午後５時まで 
なお、持参の場合は、上記期間（日曜日、土曜日及び休日を除く）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く）とする。 
郵送による場合は、書留郵便とし、令和８年５月 13日（水）午後５時までに必着

で郵送する。 
ウ 技術提案書の特定 

mailto:kigyo-somu@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/life/5/19/66/


企業庁長は、提出された参加表明書、参加表明添付書及び技術提案書のうち技術

的に最適なものを特定する。 
（３）提出先 

上記（１）ア（ア）に同じ。 
 
４ その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）契約書作成の要否 
   要 
（３）関連情報を入手するための照会窓口 

上記３（１）ア（ア）に同じ。 
（４）技術提案書について、ヒアリングを行う場合がある。 
（５）詳細は、説明書による。 
 
 
 
 
 


